


１ 調査事業の実施主体
（Ⅰ）地方公共団体と事業者を構成員に含む協議会
（Ⅱ）先端的サービスの提供を⾏う事業者であって、地⽅公共団体から同意等を得ている者

※事業者には、大学・研究機関等を含む

２ 対象となる調査事業の要件等
（Ⅰ）指定区域の事業構想に関係する先端的サービスであること
（Ⅱ）指定区域を対象として調査事業を実施すること（調査事業の⼀部を区域外で⾏うことは可）
（Ⅲ）先端的サービスの先進性・⾰新性（特に、国際競争⼒強化、データ連携の視点を重視して選定される）
（Ⅳ）先端的サービスの提供に当たって規制・制度改⾰が関係すること（⼤胆な規制・制度改⾰であることが
望ましい。なお、規制・制度改⾰の内容が具体化されていないものは選定しない。）

（Ⅴ）指定区域の自治体との連携（自治体が公募した連携事業者以外であっても今後の連携を前提に応募可）

３ 予算額
830,000千円で採択は全国で10〜15件。１件あたり2,000~5,000万円を目安。
ただし、提案の内容が複数の分野（３分野以上）にわたる場合や複数の指定区域（３区域以上）において実装を
目指すものである場合等は上限を１億円とする。

４ 調査事業のスケジュール
令和４年６⽉︓公募

７⽉︓事業決定
令和５年３⽉まで︓調査報告書提出

内閣府による先端的サービスの開発・構築等に関する調査事業






